別記様式第5号(第3条関係)
	合同墓使用許可証


	許　可　番　号
	第　　　　　　　　　　　　　　　号

	使用者
	本　　籍
	

	
	住　　所
	

	
	氏　　名
	

	埋蔵する焼骨
	氏　　　名
	死亡年月日
	使用者との関係

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	埋蔵体数
	　　　　　　　　体
	使 用 料
	　 　　　　　　　　　　円

	埋蔵予定日
	年　　　　月　　　　日

	備　　考
	

	[bookmark: _GoBack]美唄市墓地条例施行規則(　年規則第　号)第3条の規定により、上記のとおり合同墓の使用を許可します。

年　　　月　　　日

美唄市長　　　　　　　　　　　印



(注)裏面の注意事項をお守りください。


（裏）

〇　注意事項

1　この許可証を紛失し、又は汚損したときは、再交付を受けてください。

2　次の場合は、この合同墓使用許可証と関係書類を持参し、届け出てください。
(1) 合同墓の使用以前に使用者の本籍、住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 合同墓に焼骨を埋蔵しようとするとき。
(3) 合同墓を使用する必要がなくなったとき。

3　使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合同墓の使用許可を取り消すことが
あります。
[bookmark: 13001129001000000497](1) 合同墓の使用以前に、使用者が死亡したとき。
[bookmark: 13001129001000000501](2) 合同墓の使用以前に、合同墓を使用する必要がなくなった旨、届出を行ったとき。
[bookmark: 13001129001000000505](3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
[bookmark: 13001129001000000513](4) 美唄市墓地条例及び美唄市墓地条例施行規則に基づき発する命令に違反したとき。

4　合同墓への埋蔵は、使用者が焼骨を保管していた骨つぼ等から当該焼骨を取り出して、
直接埋蔵していただきます。埋蔵した焼骨については、取り出すことはできません。ま
た、焼骨以外の副葬品は納めることはできません。なお、埋蔵後の骨つぼ等はお持ち帰
りください。

5　美唄市では宗教的な儀式、慰霊祭及び供養は行いません。

6　供花、供物など持参されたものはお持ち帰りください。

7　墓誌等を設置していないため、名前を刻むことはできません。

8　納付された使用料は、還付しません。

[bookmark: _Hlk110764859]9　その他美唄市墓地条例及び美唄市墓地条例施行規則の規定を守らなければなりません。
